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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力光を分岐する分岐手段と、
　前記分岐手段の一方の分岐光から、信号光を含む帯域（λａ～λｎ）の光の出力レベル
を調整し出力する光減衰手段と、
　前記分岐手段の他方の分岐光から、前記信号光を含む帯域以外（λａ未満およびλｎを
超える波長）の光をバイパスさせるバイパス手段と、
　前記光減衰手段の出力と、前記バイパス手段の出力とを合波させる合波手段と、
　前記分岐手段の前段および前記合波手段の後段のうち少なくとも一方にそれぞれ配置さ
れる光増幅手段と、
　を備えたことを特徴とする光伝送装置。
【請求項２】
　前記バイパス手段は、
　前記信号光を含む帯域の光を遮断する信号帯域遮断フィルタを備えたことを特徴とする
請求項１に記載の光伝送装置。
【請求項３】
　前記光増幅手段は、前記信号光を含む帯域の光および前記信号光の帯域外の自然放出光
を同様に増幅させることを特徴とする請求項１または２に記載の光伝送装置。
【請求項４】
　前記バイパス手段は、前記信号光の帯域外の透過率を変更する透過率変更手段を備えた
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ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の光伝送装置。
【請求項５】
　前記透過率変更手段は、前記信号光の帯域外の透過率の上限値を設定することを特徴と
する請求項４に記載の光伝送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、本発明は光信号を波長多重して伝送させる光ネットワークの光伝送路上に
配置され、光信号の分岐、挿入を含み伝送させる光伝送装置において、特に、運用波長数
の変動時における利得変動量の累積を解消できる光伝送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、都市間をつなぐ基幹光ネットワーク（メトロコア）では、各都市部等に配置され
た光分岐挿入装置（ＯＡＤＭ：Ｏｐｔｉｃａｌ　Ａｄｄ　ａｎｄ　Ｄｒｏｐ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ）によって各伝送経路に必要なチャンネル数分の波長の光信号を多重して
伝送する波長分割多重（ＷＤＭ：Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ）の技術が用いられている。
【０００３】
　図８は、基幹光ネットワークにおける光分岐挿入装置の多段接続の例を示す図である。
基幹光ネットワーク９は、光伝送路（光ファイバ１４０）上に光分岐挿入装置（ＯＡＤＭ
）１０を複数Ｎ（１０ａ～１０ｎ）配置して光信号の伝送を行う。基幹光ネットワーク９
は、例えば環状のリングネットワークによって構成されている。それぞれの光分岐挿入装
置（ＯＡＤＭ）１０（１０ａ～１０ｎ）は、光ファイバ１４０から出力されたＷＤＭ光を
増幅する光増幅器１１と、ＷＤＭ光の各チャンネル毎の光信号の分岐挿入を行う挿入分岐
部２０と、分岐挿入が行われたＷＤＭ光を増幅して光ファイバ１４０へ入力する光増幅器
１２とから構成されている。
【０００４】
　図８に示した基幹光ネットワーク９は、位置Ａの光分岐挿入装置（ＯＡＤＭ）１０ａに
おいて５波の光信号が挿入（Ａｄｄ）され、位置Ｂの光分岐挿入装置（ＯＡＤＭ）１０ｂ
において１波の光信号が挿入（Ａｄｄ）され、位置Ｎの光分岐挿入装置（ＯＡＤＭ）１０
ｎにおいて、５波の光信号が分岐（Ｄｒｏｐ）される運用例を表している。基幹光ネット
ワーク９上の各光分岐挿入装置（ＯＡＤＭ）１０は、頻繁に光信号の分岐および挿入を行
う。この他、位置Ａと位置Ｂとの間（位置Ｘ）の光ファイバ１４０が破断し、位置Ｂ以降
の光ファイバ１４０に伝送される光信号が１波だけになることもある。このように、運用
波長数の変化が頻繁に生じた場合であっても、基幹光ネットワーク９（光分岐挿入装置１
０（１０ａ～１０ｎ））は、個々の光信号の通信品質を保つ必要がある。
【０００５】
　通信品質を保つために、光分岐挿入装置（ＯＡＤＭ）１０の光増幅器１１，１２は、入
力されたＷＤＭ光に対して利得一定制御を行う。具体的には、ＷＤＭ光のなかの運用波長
数にかかわらず、各信号の利得は同じ出力になるように制御を行っている。
【０００６】
　図９は、分岐挿入部の構成を示す図である。図９に示したような矢印方向ＡにＷＤＭ光
の伝送が行われるとする。分岐挿入部２０は、分岐ポート２１と、分波器２２と、光可変
減衰器（ＶＯＡ：Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ａｔｔｅｎｕａｔｏｒ）２３と、
合波器２４と、挿入ポート２５とから構成されている。また、図１０は、ＷＤＭ光の出力
の一例を示す図表であり、横軸は波長（λ）を表し、縦軸はＷＤＭ光の各光信号のパワー
（Ｐｏ）を表す。図表に示すようにＷＤＭ光は、波長（λａ～λｎ）毎の光信号と、全帯
域に自然放出光（ＡＳＥ：Ａｍｐｌｉｆｉｅｄ　Ｓｐｏｕｎｔａｎｅｏｕｓ　Ｅｍｉｓｓ
ｉｏｎ）が雑音として蓄積された状態で伝送されている。
【０００７】
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　図１０に示したようなＷＤＭ光が光分岐挿入装置（ＯＡＤＭ）１０へ入力されると、光
増幅器１１によって増幅されたのち分岐挿入部２０へ出力される。分岐挿入部２０では、
光信号の分岐も挿入も行わずに全ての光信号を透過したとすると、合波器２４によって波
長毎に分波され、光可変減衰器２３へ入力される。このとき、光信号の波長（λａ～λｎ
）以外の光は分波されないため、光信号の波長（λａ～λｎ）の近傍以外のＡＳＥが取り
除かれる。光可変減衰器２３は、入力された各波長（λａ～λｎ）の光信号を減衰するこ
とで信号波形の補正や出力レベル調整を行い、合波器２４へ出力する。合波器２４は、波
長毎に分波された光信号を再び多重化して、光ファイバ１４０へ出力する。
【０００８】
　図１１は、分岐挿入部から出力されたＷＤＭ光を示す図表であり、横軸は波長（λ）を
表し、縦軸はＷＤＭ光の各光信号のパワー（Ｐｏ）を表す。図１１に示したように、分岐
挿入部２０から出力されたＷＤＭ光は、光信号（λａ～λｎ）と、各光信号の波長（λａ
～λｎ）の近傍のＡＳＥ（λａ＿ａｓｅ～λｎ＿ａｓｅ）とからなる。このように、ある
一つの光分岐挿入装置（ＯＡＤＭ）１０単位でみると、各光信号の出力を一定にして通信
品質を保つように構成されている（例えば、下記特許文献１参照。）。
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－１１１４９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、従来の光分岐挿入装置は、基幹光ネットワーク９上に多段接続された状
態で、上記運用波長数が変化した場合、その直後における利得制御に過渡的な遅延が生じ
、この過渡期間において通信品質が低下する問題があった。
【００１１】
　図１２は、光増幅器に入力されるＷＤＭ光の運用波長数の変化の一例を示す説明図であ
る。横軸は波長（λ）を表し、縦軸はＷＤＭ光の各光信号のパワー（Ｐｏ）を表す。また
、時期１２０１に示す状態の後、時間ｔが経過したときに時期１２０２に示す状態となっ
たことを示している。例えば、光増幅器１１もしくは光増幅器１２へ入力されるＷＤＭ信
号の運用波長数が、時期１２０１に示した６波（λａ～λｆ）の光信号から、時期１２０
２に示した１波（λｆ）の光信号だけに変化した場合について説明する。
【００１２】
　図１３は、従来の光分岐挿入装置において、光信号が６波から１波へ変更された場合の
波長の変化を示す図表である。横軸は波長（λ）を表し、縦軸はＷＤＭ光の各光信号のパ
ワー（Ｐｏ）を表す。時期１３０１に示す状態の後、時間ｔが経過したときに時期１３０
２に示す状態となったことを示している。
【００１３】
　図１２の時期１２０１に示したような６波（λａ～λｆ）の光信号からなるＷＤＭ光が
光分岐挿入装置１０に入力されたとする。光信号は、分波器２２を経由すると、上述した
ように、光信号以外のＡＳＥが取り除かれるため、時期１３０１に示すように、光信号（
λａ～λｆ）と、光信号（λａ～λｆ）の近傍のＡＳＥ（λａ＿ａｓｅ～λｆ＿ａｓｅ）
からなるＷＤＭ光が出力される。
【００１４】
　一方、ＷＤＭ光の運用波長の数が変更されて図１２の時期１２０２に示すような１波の
光信号からなるＷＤＭ光が光分岐挿入装置１０へ入力されたとする。このとき、光信号は
、分波器２２を経由すると、図１３の時期１３０２に示すようなＷＤＭ光として出力され
る。時期１３０２では、波長λｆの光信号と、波長λａ～λｆそれぞれの近傍のＡＳＥ（
λａ＿ａｓｅ～λｆ＿ａｓｅ）がＷＤＭ光となり、このような波長の状態のＷＤＭ光が光
増幅器１２に入力される。このような場合、光増幅器１２は、光信号の波長全体における
パワーを検出して利得制御を行うため、光信号の波長数が１波になった直後には過渡的に
、運用波長数が変わる直前の６波の光信号の状態における波長（λａ～λｆ）の近傍のＡ
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ＳＥ（λａ＿ａｓｅ～λｆ＿ａｓｅ）のパワーを基準に利得が一定となる制御を行うこと
になる。
【００１５】
　図１４は、図１２に示した運用波長の変化における光増幅器の出力を示す説明図である
。横軸は波長（λ）を表し、縦軸はＷＤＭ光の各光信号のパワー（Ｐｏ）を表す。また、
時期１４０１に示す状態の後、時間ｔが経過したときに時期１４０２に示す状態となった
ことを示している。図１３に示した状態では、つまり、図１４の時期１４０１に示すよう
なパワーを有していた６波（λａ～λｆ）のうち１波（λｆ）の光信号が所定のパワーが
あったとする。
【００１６】
　この後、運用波長数が変化して５波（λａ～λｅ）がなくなり、この１波（λｆ）だけ
になったとする。光増幅器１１（１２）は、この運用波長数が変化した直後の過渡応答期
間中は、この１波（λｆ）が本来有していたパワーを、時期１４０２に示すパワーまで、
矢印Ｄ分低減させてしまう。光増幅器１１（１２）は、時期１０４１に、全波長（λａ～
λｆ）の平均する形で利得制御するため、時期１４０２における１波（λｆ）のパワーは
、時期１４０１のときにパワーレベルがほぼ揃っていた５波（λａ～λｅ）のパワーレベ
ルに引きずられて利得制御するからである。
【００１７】
　このようなパワー、つまり利得の変動量は、一つの光分岐挿入装置１０だけでみれば、
わずかな利得変動量として無視できる。しかし、実際の基幹光ネットワーク９において光
分岐挿入装置１０が図８に示すように多段接続（１０ａ～１０ｎ）された場合、光分岐挿
入装置１０に挿入および分岐される、ある光信号の伝送経路の後段側にいくにしたがって
、徐々にこの利得変動量が蓄積していくことになる。利得変動量の蓄積分が大きいと、光
信号の利得が受信レンジよりも低下して信号として認識されず、受信エラーが生じる等、
通信品質の低下を招く問題があった。
【００１８】
　また、特許文献１の光分岐挿入装置の場合、利得レベルの低下を防ぐ機能を有している
が、そのためには、光分岐挿入装置内部に新たな光源を設置する必要があり、コストがか
かり、なおかつ大型化するという問題があった。
【００１９】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、運用波長数が変化したと
きの過渡的な利得変動を抑制し、光信号の通信品質を保つことができる光伝送装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかる光伝送装置は、入力光
を分岐する分岐手段と、前記分岐手段の一方の分岐光から、信号光を含む帯域（λａ～λ
ｎ）の光の出力レベルを調整し出力する光減衰手段と、前記分岐手段の他方の分岐光から
、前記信号光を含む帯域以外（λａ未満およびλｎを超える波長）の光をバイパスさせる
バイパス手段と、前記光減衰手段の出力と、前記バイパス手段の出力とを合波させる合波
手段と、前記分岐手段の前段および前記合波手段の後段のうち少なくとも一方にそれぞれ
配置される光増幅手段と、を備えたことを特徴とする。
【００２１】
　この発明によれば、信号光を含む帯域の光の出力レベルの調整とは別に、分岐された光
信号から信号光の帯域外の光をバイパスさせて信号光の帯域の光と合波させるため、光増
幅手段は、自然放出光を含む信号光を増幅でき、運用波長数が変化したときにおける増幅
の利得変動を抑制する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明にかかる光伝送装置によれば、運用波長数が変化したときでも利得変動量の蓄積
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による利得変動を抑制でき、光信号の通信品質を保つことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる光伝送装置の好適な実施の形態を詳細に
説明する。以下の説明では、光伝送装置として光信号の分岐挿入を行う機能を有する光分
岐挿入装置を例に説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施の形態にかかる光分岐挿入装置の構成を示す図である。図１に示
した光分岐挿入装置１００は、図８に示したような基幹光ネットワーク９に複数配置して
ＷＤＭ信号を伝送するために用いる。光分岐挿入装置１００は、光増幅器１１０，１３０
と、光分岐挿入部１２０とによって構成され、光ファイバ１４０に接続されている。
【００２５】
　光分岐挿入部１２０は、分岐（Ｄｒｏｐ）ポート１２１と、入力光を分岐する分岐手段
としての光カプラ（１×２光カプラ）１２２と、分波器１２３と、信号光を含む帯域の光
の出力レベルを調整する光減衰手段としての光可変減衰器（ＶＯＡ）１２４と、合波器１
２５と、信号帯域遮断フィルタ１２６と、光可変減衰器（ＶＯＡ）１２７と、合波手段と
しての光カプラ（２×１光カプラ）１２８と、挿入（Ａｄｄ）ポート１２９とを備えてい
る。
【００２６】
　１×２光カプラ１２２は、入力光である光信号を２つに分岐させ、一方を分波器１２３
に出力し、他方を信号帯域遮断フィルタ１２６に出力する。１×２光カプラ１２２によっ
て分岐された一方（分波器１２３側）の経路Ｒ１は、光信号（信号光）を含む帯域の光の
経路である。１×２光カプラ１２２によって分岐された他方（信号帯域遮断フィルタ１２
６側）の経路Ｒ２は、光信号（信号光）の帯域外の光をバイパスさせるバイパス手段とし
て機能する。
【００２７】
　光伝送路としての光ファイバ１４０には特定の帯域の異なる波長（λａ～λｎ）の光信
号が多重化されたＷＤＭ光として伝送されている。まず、光ファイバ１４０から、光分岐
挿入装置１００へＷＤＭ光が出力される。光分岐挿入装置１００へ入力されたＷＤＭ光は
、始めに光増幅器１１０へ入力される。光増幅器１１０は、入力されたＷＤＭ光の増幅を
行い、光分岐挿入部１２０へ出力する。この光増幅器１１０は、入力されたＷＤＭ光の帯
域、つまり、光信号の波長帯域（λａ～λｎ）よりも広い帯域の光を増幅するように設定
されている。したがって、光信号の波長帯域よりも短波長および長波長域に含まれるＡＳ
Ｅに対しても増幅を行う。
【００２８】
　図２は、光増幅器におけるＷＤＭ信号の増幅帯域を示す図表である。図表２００におい
て、横軸は波長（λ）を表し、縦軸はＷＤＭ光の各光信号のパワー（Ｐｏ）を表す。一般
的な光増幅器は、図表２００に示した光信号増幅帯域Ｂのみを増幅させるものであるが、
本発明（図１参照）の光増幅器１１０は、光信号増幅帯域Ｂ以外の帯域における点線で示
した入力ＡＳＥを実線で示したような広い帯域に広げて増幅させる。このような光増幅器
１１０は、内蔵されたフィルタの透過率（波長特性）を変更すること等によって得ること
ができる。
【００２９】
　図１に戻り説明を行うと、次に光分岐挿入部１２０へ出力されたＷＤＭ光は、分岐ポー
ト１２１を経由して、１×２光カプラ１２２へ入力される。ＷＤＭ光に多重された光信号
のうち分岐させる光信号は、分岐ポート１２１から分岐される。１×２光カプラ１２２は
、入力されたＷＤＭ光を２つに分波して、一方を分波器１２３へ出力し、他方を信号帯域
遮断フィルタ１２６へ出力する。１×２光カプラ１２２は、ＷＤＭ光に含まれる波長に関
係なく光信号が多重されたまま複数に分波させる。
【００３０】
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　分波器１２３は、入力されたＷＤＭ光を波長毎（λａ～λｎ）の光信号に分波して、対
応する光可変減衰器１２４へ出力する。光可変減衰器１２４は、分波された波長毎の複数
（１２４ａ～１２４ｎ）を有し、それぞれ入力された光信号のレベル調整を行い、合波器
１２５へ出力する。合波器１２５は、各光信号毎の光可変減衰器１２４から入力された光
信号を合波し、再びＷＤＭ光として、２×１光カプラ１２８へ出力する。
【００３１】
　一方、１×２光カプラ１２２によって、信号帯域遮断フィルタ１２６へ出力されたＷＤ
Ｍ光は、信号帯域遮断フィルタ１２６によって、光信号増幅帯域Ｂの波長（λａ～λｎ）
の光のみが遮断される。これにより、光信号増幅帯域Ｂの波長（λａ～λｎ）以外の波長
（λａ未満およびλｎを超える波長）のＡＳＥ（ＡＳＥ１およびＡＳＥ２）を透過して光
可変減衰器１２７へ出力させる。光可変減衰器１２７は、入力されたＡＳＥのレベル調整
を行い、２×１光カプラ１２８へ出力する。なお、この光可変減衰器１２７を設けなくと
も、光分岐挿入装置１００を構成できる。
【００３２】
　なお、光可変減衰器１２７における減衰量の設定について、透過させるＡＳＥの透過率
を高く設定しＡＳＥが高出力とした場合、ＡＳＥが伝送路で発振をおこし光信号に影響を
与える。このため、光可変減衰器１２７は、ＡＳＥの透過率の上限を設定しておく。
【００３３】
　図３は、２×１光カプラによって合波された光信号とＡＳＥを示す図表である。図表３
００において、横軸は波長を表し、縦軸はＷＤＭ光の各光信号のパワーを表す。図１を用
いて説明したように、２×１光カプラ１２８は、合波器１２５から出力されたＷＤＭ光（
波長λａ～λｎ）と、分岐され光可変減衰器１２７から出力されたＡＳＥ（ＡＳＥ１，Ａ
ＳＥ２）との合波を行う。合波されたＷＤＭ光は図表３００に示すように、光信号増幅帯
域Ｂの波長（λａ～λｎ）の光信号と、光信号増幅帯域Ｂの外側の帯域のＡＳＥ（ＡＳＥ
１，ＡＳＥ２）とからなる。なお、上述したように、光信号増幅帯域Ｂの波長（λａ～λ
ｎ）の光信号には、それぞれＡＳＥ（λａ＿ａｓｅ～λｎ＿ａｓｅ）が含まれている。
【００３４】
　そして、２×１光カプラ１２８によって合波されたＷＤＭ光は、挿入ポート１２９を経
由して、光増幅器１３０へ出力される。光信号が新たに挿入される場合は、光信号が挿入
ポート１２９から挿入される。光増幅器１３０は、ＷＤＭ信号の波長（λａ～λｎ）の光
信号と、ＡＳＥ（ＡＳＥ１，ＡＳＥ２）に対する増幅を行うため、光増幅器１１０と同様
に、一般的な光増幅器よりも増幅帯域を拡張した設定になっている。増幅されたＷＤＭ光
は、光ファイバ１４０へ出力される。光カプラ１２２の前段に配置される光増幅器１１０
と、光カプラ１２８の後段に配置される光増幅器１３０は、いずれか一方だけを配置する
こともできる。
【００３５】
　図４は、本発明にかかる光分岐挿入装置において、光信号が６波から１波へ変更された
場合の波長の変化を示す図表である。横軸は、波長を表し、縦軸は光信号のパワーを表す
。時期４０１に示す状態は、運用波長数が６波（λａ～λｆ）のある時期における光分岐
挿入装置１００の波長を表す。時期４０２に示す状態は、時期４０１から時間ｔが経過し
て運用波長数が１波（λｆ）のみに変化した状態を表している。
【００３６】
　図４に示したように、ＡＳＥ１，ＡＳＥ２はそれぞれバックグラウンドとして、ＷＤＭ
光に残留する。分岐挿入装置１００による分岐や、光ファイバ１４０の破断等により運用
波長数が変化したとする。図示のように、時期４０１における運用波長数が６波（λａ～
λｆ）の光信号の状態から５波（λａ～λｅ）の光信号が減り、時期４０２における運用
波長数が１波（λｆのみ）の光信号になったとする。この場合でも、光増幅器１１０，１
３０は、バックグラウンドとしてのＡＳＥ（ＡＳＥ１，ＡＳＥ２，λａ＿ａｓｅ～λｎ＿
ａｓｅ）を基準として、１波（λｆ）の光信号のパワーにあわせた出力制御を行う。特に
、運用波長数が変化する前後においてＡＳＥ（ＡＳＥ１，ＡＳＥ２，λａ＿ａｓｅ～λｎ
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＿ａｓｅ）のパワーは変化しないため、利得の変動を抑制できる。
【００３７】
　図５は、従来の光分岐挿入装置における運用波長数変化に伴う利得変動量を示す図表で
ある。また、図６は、本発明にかかる光分岐挿入装置における運用波長数変化に伴う利得
変動量を示す図表である。図５および図６の各図表において、横軸は時間経過（ｔ）を表
し、縦軸はＷＤＭ光のパワー（Ｐｏ）を表す。この図５および図６を用いて、上述した光
分岐挿入装置１００の利得制御について説明する。
【００３８】
　図５に示す従来の光分岐挿入装置（例えば、図８に示した光分岐挿入装置１０）におけ
るＷＤＭ光のパワーを表す図において、光増幅器１２（減設が分岐による場合や光ファイ
バ１４０の破断が原因の場合は光増幅器１１）による増幅前は、光増幅器１２のパワー５
０１は、減設する５波（ｃｈと同義：例えば図１２の波長λａ～λｅ）分のパワーの変化
を表している。５波（ｃｈ）分のパワーは、ｔ１（減設時）を境にＡＳＥ（λａ＿ａｓｅ
～λｅ＿ａｓｅ）だけのパワーに低減する。一方、パワー５０２は、残留する１波（ｃｈ
：図１２の波長λｆ）分のパワーであり、一定のパワーが保たれることになる。したがっ
て、特性線５０３に示すように、光増幅器１２による増幅後の利得変動量ΔＰｏが大きい
。
【００３９】
　一方、本発明にかかる光分岐挿入装置１００におけるＷＤＭ光のパワーを表す図６にお
いて、パワー８０１は、減設される５波（ｃｈ：例えば図４の波長λａ～λｅ）分のパワ
ーの変化と、そのときのＡＳＥ累積パワーを表している。ｔ１（減設時）におけるパワー
低減後、ＡＳＥ累積パワーとの差が変動量となる。したがって、光増幅器１２０（減設が
分岐による場合、光ファイバ１４０の破断が原因の場合は、光増幅器１１０）による増幅
後のパワーを表す特性線８０２は、図５の特性線５０３に比して利得変動量ΔＰｏを減少
させることができる。
【００４０】
　図７は、光分岐挿入装置を多段接続した場合の出力変動量を示す図表である。図表にお
いて、横軸は基幹光ネットワークにおいて多段接続されている光分岐挿入装置数を表し、
縦軸は光分岐挿入装置におけるＷＤＭ光の運用波長数が５波から１波に変化した場合の出
力変動量（ｄＢ）を表す。また、黒い四角でプロットした値は、従来の光分岐挿入装置１
０（図８参照）による特性線７０１であり、白い四角でプロットした値は、本発明にかか
る光分岐挿入装置１００（図１参照）による特性線７０２である。
【００４１】
　図７の特性線７０２から明らかなように、本発明にかかる光分岐挿入装置１００は、光
信号の帯域以外のＡＳＥ（ＡＳＥ１，ＡＳＥ２、図４等参照）も透過させることで、ＷＤ
Ｍ光の運用波長数が変化した場合の光信号のパワー変動量を減少させることができる。接
続された光分岐挿入装置１００の数が少ない場合は、出力変動量が小さいため、従来の光
分岐挿入装置１０との差はないが、光分岐挿入装置１００の数が増える程、出力変動量は
大きくなる。その結果、接続された光分岐挿入装置１００の数が１５台の場合、従来の光
分岐挿入装置１０と比較して、利得変動量は２．６（ｄＢ）程度改善することができた。
【００４２】
　また、本発明にかかる光分岐挿入装置１００の場合、利得変動量を減少させるために新
たな光源部を備える必要がなく、光カプラや（図１に記載の１×２光カプラ１２２や、２
×１光カプラ１２８）、フィルタ（信号帯域遮断フィルタ１２６）を用いて、ＡＳＥを光
源として利用するため、コストも低く抑えることが可能である。加えて、装置のサイズも
従来の機能を有した光分岐挿入装置と変わらないサイズで実現することができる。
【００４３】
　以上説明したように、本発明にかかる光分岐挿入装置１００は、上述したように運用波
長数が変化したときに過渡的に生じる利得変動量を従来に比して大幅に改善することがで
きる。したがって、都市間をつなぐ基幹光ネットワークにおいて光分岐挿入装置１００が
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【産業上の利用可能性】
【００４４】
　以上のように、本発明にかかる光伝送装置は、長距離伝送を行う基幹ネットワークに有
用であり、特に、光分岐挿入装置が多段接続されるメトロコアに適している。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施の形態にかかる光分岐挿入装置の構成を示す図である。
【図２】光増幅器におけるＷＤＭ信号の増幅帯域を示す図表である。
【図３】２×１光カプラによって合波された光信号とＡＳＥを示す図表である。
【図４】本発明にかかる光分岐挿入装置において、光信号が６波から１波へ変更された場
合の波長の変化を示す図表である。
【図５】従来の光分岐挿入装置における運用波長数変化に伴う利得変動量を示す図表であ
る。
【図６】本発明にかかる光分岐挿入装置における運用波長数変化に伴う利得変動量を示す
図表である。
【図７】光分岐挿入装置を多段接続した場合の出力変動量を示す図表である。
【図８】基幹光ネットワークにおける光分岐挿入装置の多段接続の例を示す図である。
【図９】分岐挿入部の構成を示す図である。
【図１０】ＷＤＭ光の出力の一例を示す図表である。
【図１１】分岐挿入部から出力されたＷＤＭ光を示す図表である。
【図１２】光増幅器に入力されるＷＤＭ光の運用波長数の変化の一例を示す説明図である
。
【図１３】従来の光分岐挿入装置において、光信号が６波から１波へ変更された場合の波
長の変化を示す図表である。
【図１４】図１２に示した運用波長の変化における光増幅器の出力を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１００　光分岐挿入装置
　１１０，１３０　光増幅器
　１２０　光分岐挿入部
　１２１　分岐ポート
　１２２　１×２光カプラ
　１２３　分波器
　１２４，１２７　光可変減衰器
　１２５　合波器
　１２６　信号帯域遮断フィルタ
　１２８　２×１光カプラ
　１２９　挿入ポート
　１４０　光伝送路（光ファイバ）
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